
土 日 祝日 年末年始

1 石狩 △ ○ △ 12/29～1/3

2 空知 × ○ × 12/29～1/3

3 北空知（支） ○ ○ ○ 12/29～1/3

4 胆振東部 □ ○ □ 12/29～1/3

5 日高北部 △ ○ △ 12/29～1/3

6 日高南部 △ ○ △ 12/29～1/3

7 留萌北部 ○ ○ ○ 12/29～1/3

8 留萌南部 ○ ○ ○ 12/29～1/3

9 宗 谷 ○ ○ ○ 12/29～1/3

10 上川北部 ○ ○ ○ 12/29～1/3

11 上川中部 △ ○ △ 12/29～1/3

12 上川南部 □ □ □ 12/29～1/3

13 網走西部 ○ ○ ○ 12/29～1/3

14 西紋別（支） △ ○ △ 12/29～1/3

15 網走中部 ○ ○ ○ 12/29～1/3

16 網走南部 ○ ○ ○ 12/29～1/3

17 根釧西部 × ○ × 12/29～1/3

18 根釧東部 × △ × 12/29～1/3 ×
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平成２３年度のエゾシカ狩猟期間における「年末年始及び日曜日等の入
林禁止措置の解除」及び「郵送による入林承認事務」の実施状況

森林管理（支）署

平成２３年度

備 考
郵送による入林承認事務

18 根釧東部 × △ × 12/29～1/3

19 十勝東部 × ○ × 12/31～1/5

20 十勝西部 × ○ × 12/29～1/3

21 東大雪（支） × ○ × 12/30～1/4

22 後志 ○ ○ ○ 12/29～1/3

23 檜山 ○ ○ ○ 12/29～1/3

24 渡島 □ □ □ 12/29～1/3

注）

２ □：国有林野独自の入林禁止措置を一部区域を除いて解除しています。
３ △：国有林野独自の入林禁止措置を一部区域で解除しています。
４ ×：国有林野独自の入林禁止措置の解除を行っていません。

６ 郵送による入林承認事務の「○は実施」、「×は未実施」を示しています。

○

１ ○：国有林独自の入林禁止措置を解除しています（ただし、○であっても事業の進行状況等に
より、禁止する場合があります。その場合は、看板等で表示することとしています。）。

５ 土曜日・日曜日・祝日を含む「年末年始の期間」（平成23年度の年末年始の期間は上記の
とおり。）は、国有林野独自の入林禁止措置の解除期間を示しています。
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